
 

市営住宅併設店舗公募 仕様書 

 

 市営住宅併設店舗の出店者（以下「出店者」という。）が行う業務の内容及びその範

囲等は、この仕様書による。 

 

１ 趣旨 

  この仕様書は、出店者が行う店舗施設の管理運営に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

  出店者が店舗施設を管理運営するに当たり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

 ⑴ 市営住宅の入居者の利便性向上を目的とする店舗施設であるという設置目的に

基づき、管理運営を行うこと。 

 ⑵ 店舗施設の効率的な管理運営を行うこと。 

 ⑶ 高齢者や障がい者、子どもを連れた方なども利用しやすい運営を行うこと。 

 ⑷ 緊急事態時の来客避難について、適切な対応を行うこと。 

３ 施設概要 

 ⑴ 施設全体 

名  称 市営住宅併設店舗（中田） 

所 在 地 陸前高田市高田町字中田６０番地５ 他 

規 模 等 

（敷地面積）９，２４６．３０㎡ 

（建物構造）鉄筋コンクリート造８階建 

（建築面積）２，６０４．２１㎡ 

（内部施設）住宅１９７戸、店舗分４区画、集会室、倉庫 

 

名  称 市営住宅併設店舗（下和野） 

所 在 地 陸前高田市高田町字下和野１番地２ 他 

規 模 等 

（敷地面積）１０，４９６．９０㎡ 

（建物構造）鉄筋コンクリート造７階建 

（建築面積）２，９３０㎡ 

（内部施設）住宅１２０戸、店舗分６区画、集会室、倉庫 



 ⑵ 公募する市営住宅併設店舗概要 

  【中田】 

   面積 63.17 ㎡ 公募区画数１区画 併用店舗３ 

      55.10 ㎡ 公募区画数１区画 併用店舗４ 

  【下和野】 

   面積 59.29 ㎡ 公募区画数１区画 併用店舗２ 

４ 使用時間 

  市営住宅併設店舗の使用時間については、市と協議の上決定することとする。 

５ 休店日 

  市営住宅併設店舗の休店日については、市と協議の上決定することとする。 

６ 貸付期間 

  入居の日から３年間とする。ただし、延長を希望する事業者は、再度陸前高田市

市営住宅併設店舗規則第５条第２項の規定による市営住宅併設店舗使用期間更新許

可申請書を提出することができる。 

７ 出店者が行う業務内容 

  出店者は、以下に定める業務を実施するものとする。 

 ⑴ 施設の管理運営 

  ア 店舗施設内の施錠及び衛生管理を行うこと。 

  イ 照明設備の点灯及び消灯を行うこと。 

  ウ 傷病人等が発生したときは、速やかに救急車等を要請する等の適切な処置を

行うこと。 

  エ 店舗施設内巡回を適時行い、不審者・不審物を発見した場合は適切な対応を

行うこと。 

  オ 店舗内の清掃作業及び設備機器の点検を行うこと。 

  カ 天災等の緊急事態が発生し、その対応について市長の承認を得る余裕がない

場合には、出店者の判断により施設を閉鎖し、後刻市長にその経過を報告する

こと。 



 ⑵ 運営管理者及び出店者と市の主な業務分担 

   業務分担は、次の「業務分担表」によるものとする。 

 【業務分担表】 

 項   目 出店者 市 

店舗施設の管理運営 ◎ ○ 

広告 ◎  

店舗施設の維持管理 ◎  

店舗施設内の物品管理 ◎  

非常時における初動体制 

（待機連絡体制、被害調査、報告、応急措置） 
◎  

店舗施設の災害復旧（本格復旧）  ◎ 

店舗施設の維持補修等 ※注１ ◎ 

備品購入 ◎  

苦情対応 ◎  

包括的管理責任（管理瑕疵を除く）  ◎ 

 ※ ◎ → 主たる業務を実施   ○ → 一定の範囲で業務を実施 

 ※ 注１ ８ 維持管理費を参照のこと。 

 ⑶ その他 

  ア 災害緊急時対策、防犯・防災体制について、マニュアルを作成し、職員に指

導を行うこと。 

  イ 法令等に基づき、避難訓練を年２回以上実施すること。 

  ウ 公共施設に準じた分煙対策を講じること。 

  エ 利用者からの意見及び要望等があった場合は、必要に応じて改善策を講ずる

こと。 

 ⑷ その他市営住宅併設店舗の管理に必要な業務で市長の定めること。 

８ 維持管理費 

 ⑴ 出店者自身が整備した設備の維持管理費については、出店者自身の負担とする。 

 ⑵ 「出店者の管理上の瑕疵による損傷」による修繕費は出店者自身の負担とする。 

 ⑶ 前項以外の店舗施設及び設備の損傷等の場合の応急措置及び補修への対応維持

補修ついては、１件につき２０万円（消費税及び地方消費税を含む。）以下のもの



は出店者の経費で執行すること。ただし、１件につき２０万円（消費税及び地方

消費税を含む。）を超えるものについては、市に協議の上、内容を精査し、市で負

担する。また、緊急を要する場合は、出店者の判断により執行し、速やかに市に

報告すること。 

９ 法令等の遵守 

  店舗施設の管理に当たっては、この仕様書のほか、関係法令等に基づかなければ

ならない。 

10 危機管理対応 

  自然災害、人為災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅

滞なく適切な措置を講じた上、市をはじめ関係機関に通報するものとする。 

11 運営の再委託の禁止 

  出店者は、管理を一括して第三者に委託することはできない。ただし、業務の一

部であって専門的な知識又は技術を必要とし、かつ、自ら運営することが困難なも

の、又は運営上特に効果的であると認められるものについては、当該業務を的確に

遂行するに足りる能力を有する第三者に委託できる。 

12 運営状況の報告等 

  市は、貸借期間中、運営状況を把握するため出店者に対して利用状況等の報告書

の提出を求め、また、必要に応じて施設管理の点検や確認を行う。 

13 原状回復義務 

  出店者は、店舗施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ市と協議

をすること。また、当該併設店舗の貸付の期間が満了したとき又は貸付を取り消さ

れたときは、市の指示するところにより、その管理を行わなくなった店舗施設又は

設備を原状に回復しなければならない。 

14 その他留意事項 

  店舗施設を清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を図り、利用者

の増加に努めること。また、各種トラブル、苦情等には迅速かつ適切に対応するこ

ととし、定期的に市に報告すること。 

15 協議事項 

  出店者は、この仕様書に規定するもののほか、出店者の業務の内容及び処理につ

いて疑義が生じた場合は、市と協議し決定する。 


